
 

令和３年度沖縄地方最低賃金審議会 

第２回運営小委員会 

 

 

 

 

日  時 令和３年８月６日（金）14：00～ 

場  所 那覇第二地方合同庁舎１号館 

共用大会議室（２階） 

 

 

 

 

 

 

 

議  事  次  第 

 

 

１ 沖縄県新聞業最低賃金ほか３業種に係る改正の必要性の有無について 

 

 

２ その他 



令和３年度第２回 

沖縄地方最低賃金審議会運営小委員会資料一覧 

 

 

 

 

１ 特定（産業別）最低賃金関係労働者の考え方（再掲） 

 

 ・ 新聞業 

 

 ・ 自動車（新車）小売業 

 

 ・ 各種商品小売業 

 

 ・ 糖類製造業 

 

２ 特定（産業別）最低賃金関係使用者意見概要書 

 

  上記１と同業種について添付   ※一部非公開 

 

３ 令和３年度最低賃金基礎調査結果（産業別） 

   ※令和３年 10月６日開催の令和３年度第５回沖縄地方最低賃金審議会に 

て修正報告後の差し替え版 

 

 

 





























令和２年度決定額 未満率(令和３年度)

新聞業 - 0.7% 1.5%

糖類製造業 - 2.7% 1.3%

各種商品小売業 - 0.0% 0.0%

自動車（新車）小売業 - 0.6% 18.1%

（畜産食料品製造業） - 0.7% 0.8%

（清涼飲料、酒類製造業） - 2.1% 4.8%

※1　新聞業 835円(R１/１１/16改定)
※2　糖類製造最低賃金 769円(H30/11/25改定)
※3　各種商品小売業 770円(H30/11/23改定)
※4　自動車(新車)小売業 770円(H30/11/18改定)
※5　畜産食料品製造業 683円(H25/12/11改定)
※6　清涼飲料、酒類製造業686円(H25/11/23改定)

平成25年度以降、額改定がなく平成27年度以降沖縄県最低賃金が適用

平成25年度以降、額改定がなく平成27年度以降沖縄県最低賃金が適用

設定業種

令和３年度特定（産業別）最低賃金未満率・影響率

令和3年度最低賃金基礎調査結果より

令和２年は改定がなく沖縄県最低賃金792円が適用
令和２年は改定がなく沖縄県最低賃金792円が適用
令和２年は改定がなく沖縄県最低賃金792円が適用

令和3年度現行時間額 備考(R2年度影響率
792円）

※１新聞業は835円
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